
【別表１】

いじめ防止プログラム

群馬県立伊勢崎工業高等学校（全日制）

月 いじめ未然防止の取組 いじめ早期発見の取組 いじめ防止対策委員会等

（児童生徒対象） （児童生徒及び保護者対象） （教職員の取組）

・新入生オリエンテーションにおけるいじめ防 ・学校内外の相談窓口の周知(初旬)

４月 止等の啓発 ・スクールカウンセラー面談 把握したいじめ事案への対応及び

・相談窓口の配布、説明 指導・支援を要する生徒への対応

・生徒主体のいじめ防止活動年間計画の説明 は、年間を通じて行う。

・登校時挨拶運動

・全校集会等での説明及び指導

・登校時挨拶運動

【いじめ防止強化月間】 ・スクールカウンセラー面談 ・自殺等の注意喚起

５月 ・のぼり旗の設置 ・校内研修内容の検討

・スマホ･ケータイ安全教室

・生徒総会におけるいじめ防止宣言

・「私たちのスマホ利用ルール」改定に関する

話し合い

・こころの教育事業

・生活アンケート(１年)

・登校時挨拶運動 ・二者、三者面談 ・登校時挨拶運動

６月 ・ポスター(スマホ利用ルール)募集 ・教育相談だより発行 ・いじめ防止フォーラム参加指導

・いじめ防止フォーラム参加 ・スクールカウンセラー面談 ・校内研修

・地域清掃ボランティア

・非行防止教室

・人権教室 ・リーフレット「いま、悩んでいる君へ」配布 ・夏季休業前の全体指導

７月 ・ポスター(スマホ利用ルール)制作 ・教育相談だより発行 ・学校評価アンケート

・スクールカウンセラー面談 ・いじめに関するアンケートに対する対応

・いじめに関するアンケート ・教育相談研修会

・１年生家庭訪問

・１年生家庭訪問

８月

・登校時挨拶運動 ・スクールカウンセラー面談 ・学校評価アンケート結果の分析

９月 ・心理テスト ・教育相談だより発行 ・自殺等の注意喚起

・情報モラル講習会 ・ポスター(スマホ利用ルール)配布

・ポスター(スマホ利用ルール)配布・掲示

・こころの教育事業 ・スクールカウンセラー面談 ・校内いじめ防止川柳コンクールの内容検

１０月 ・教育相談だより発行 討

・地域清掃ボランティア ・スクールカウンセラー面談 ・いじめ防止強化月間における活動の検討

１１月 ・登校時挨拶運動 ・教育相談だより発行 ・いじめに関するアンケートに対する対応

・文化祭でポスター(スマホ利用ルール)掲示 ・いじめに関するアンケート

【いじめ防止強化月間】 ・スクールカウンセラー面談 ・冬季休業前の全体指導

１２月 ・のぼり旗の設置 ・教育相談だより発行 ・学校評価アンケート

・高齢者介護施設ボランティア ・リーフレット「いま、悩んでいる君へ」配布

・地域清掃ボランティア ・二者面談 ・学校評価アンケート結果の分析

１月 ・教育相談だより発行 ・自殺等の注意喚起

・スクールカウンセラー面談

・スクールカウンセラー面談

２月

・次年度の生徒主体のいじめ防止活動年間計画 ・いじめに関するアンケート ・次年度に向けたプログラムの見直し

３月 の策定 ・リーフレット「いま、悩んでいる君へ」配布

※ 上記取組のうち、「いじめ防止等の取組状況に係る調査（生徒向け及び保護者向け）」については、調査項目の一部について、その達成状況を学

校評価の評価項目に含めることとする。

※ 学校いじめ防止プログラムについては、「いじめ防止等の取組状況に係る調査（生徒向け及び保護者向け）」結果等を踏まえ、年度末に総括を行

い、次年度に向けた見直しを図ることとする。


